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TIPLO News 
2026 年 1 月号(J317) 

 

このニュースレターは、知的財産分野を中心に、台湾の法律情報等を様々な

角度から取り上げ、日本語と英語の両方で月に一回お届けしています。 

台湾知的財産事情に対する理解を深め、新着情報をいち早くキャッチするた

めの道具として、このニュースレターだけでなく、特許・商標・著作権等に関

するあらゆる情報を完全網羅し、関連法制の改正から運用実務まで徹底解説す

る当所サイト www.tiplo.com.tw もぜひご活用ください。 

 

今月のトピックス 

01 刑事警察局が近年最大規模の教材著作権侵害事件を解決、侵害規模は百

億新台湾ドル超 

02 先進光電が久禾光電を特許権侵害で提訴、5330 万新台湾ドルの損害賠償

を請求  

03 AI 基本法が立法院の第三読会で可決 

 

台湾知的財産権関連の判決例 

01 特許実案意匠 

専利訴訟において「専利貢献度」で損害賠償及び不当利得返済の金額を算

定 

 

 

http://www.tiplo.com.tw/
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今月のトピックス 

 
J251218X3 
J251217X3 

01 刑事警察局が近年最大規模の教材著作権侵害事件を解決、侵害規模は百

億新台湾ドル超 

 

新北市在住の塾講師である侯〇〇（30 歳）は、父、姉と共同で出版社 9 社

の同意又は許諾を得ずに、それらが発行した大量の教材やプリントを複製し、

ネット上で販売したため、著作権法違反の疑いがある。現時点における概算に

よると、3 年間に及ぶ侵害の規模は市価で 180 億新台湾ドル相当に上り、不当

利得は 1500 万新台湾ドルに達するものとみられる。刑事警察局は侯容疑者及

びその家族と従業員の計７人を検挙した。 

侯容疑者等 3 人は共同して違法に海賊版の教材を販売するとともに、4 人の

従業員を雇って協力させ、スキャナを使って電子ファイルに複製して、さらに

紙のプリントへの印刷や光ディスクへの書込みを行い、オンラインショッピン

グサイト又は LINE 通信アプリを通じて販売したり、クラウドドライブにアッ

プロードして、不特定の人に購入後ダウンロードをさせたりした。 

検察は 2025 年 3 月に新北市蘆洲区で家宅捜査を行い、侯容疑者等が著作権

法に違反した事実証拠を差し押さえ、権利侵害の海賊版教材光ディスク 1800

余枚、DVD ドライブ 3 台、サーバ 2 台、ポータブル・ストレージ・デバイス

4 個、携帯電話 3 台、電磁的記録、権利侵害のプリント 20 余箱、宣伝用 DM 

1 部等を証拠として押収した。 

調べたところ、事件に関わるオンラインショップでの取引件数は 1 万件近

くに上り、2022 年から 2025 年 3 月に押収するまでの間の不当利得は 1500 万

新台湾ドルを上回り、著作権者の権利に甚大な影響を与えたため、本件は取り

調べの後、著作権法に基づき、新北地方検察署に移送された。（2025 年 12 月） 

 
J251202Y1 

02 先進光電が久禾光電を特許権侵害で提訴、5330 万新台湾ドルの損害賠償

を請求 

 

先進光電科技股份有限公司（Ability opto-Electronics Technology Co., Ltd 、

以下「先進光電」）は 2025 年 11 月 28 日に久禾光電股份有限公司（Powertip 

Image corp.、以下「久禾光電」）及びその代表者を相手取り、特許権侵害損害

賠償事件に係る民事訴訟を提起した。訴訟の目的の価額（原告の請求額）は

5330 万新台湾ドルに上る。（訴状における）請求の趣旨では、薄型ノートパソ

コン用カメラレンズ（4 枚構造）製品又はその他の台湾 I506332、I408409 号

特許に係る光学レンズ製品を直接的又は間接的に、自ら又は他人に委託して、

製造、販売の申し出、販売、使用、輸入をしてはならず、侵害の停止と侵害物

品の廃棄を請求するとしている。 

先進光電と久禾光電はいずれもノートパソコン用カメラレンズのサプライ

ヤである。先進光電は世界ノート PC 用カメラレンズ市場において 7 割の市場

シェアを占める最大手であり、一方、久禾光電は売上高の 95％がノートパソ

コン用カメラレンズで占められており、主要な取引先には聯想（Lenovo）、HP、



 

TIPLO News J317 January 2026-page 3 

華碩（ASUS）、宏碁（Acer）などが含まれ、特に Lenovo が久禾光電にとって

最大の取引先となっている。先進光電と久禾光電の両社はノート PC 用レンズ

市場において、熾烈な競争を繰り広げている。（2025 年 12 月） 

 
J251224Y9 

03 AI 基本法が立法院の第三読会で可決 

  

数位発展部（Ministry of Digital Affairs）が発表したニュースリリースによる

と、2025 年 12 月 23 日に「人工知能基本法（AI 基本法）」（以下「本法」）の

法案が立法院の第三読会（訳注：法案の最終的な承認の可否を議決する審議段

階）で可決された。本法は人間中心の AI 研究開発と AI 産業の発展を促進し、

AI の安全な応用環境を構築して、デジタル平等を実現するとともに、人々の基

本的人権を保障することを目的としており、本法により技術応用が社会倫理に

適合することを確保し、国家の文化価値を維持し、さらに国際競争力を高めて、

法制の基盤を築いていく。 

 

一、行政院は 2024 年から「AI 基本法」の企画と推進に着手 

近年の AI 技術の急速な発展に対応して、行政院の国家科学及び技術委員会

（以下「国科会」）は 2024 年から法案起草に着手し、幾度にもわたり産学官各

界との意見を聴取し、専門家会議を招集しており、また行政院は官庁間の協議

会を招集して条文を検討し、各界のコンセンサスを得て、2024 年 7 月 15 日

に草案を予告した。その後 2025年に数位発展部が法案の立法作業を引き継ぎ、

同時に「AI リスク分類枠組み」の検討を行った。 

この期間に、立法院でも多くの立法委員が本法を重視し、2025 年 4 月から

数回の法案公聴会と審議会を開催し、数位発展部はこれに参加して討論しただ

けにとどまらず、立法委員からの提案について積極的に訪問して意見交換を行

った。各方面が協力し合い、本法はついに完成するに至った。 

二、AI ガバナンス原則を確立し、発展と安全を両立 

本法では、政府が AI の研究開発と応用の推進において７つの基本原則（持

続可能な進展と福祉、人間中心、プライバシーの保護とデータ・ガバナンス、

セキュリティと安全性、透明性と説明可能性、公平性と無差別、説明責任）を

遵守しなければならないことを確認している。そして執行過程においては、社

会的公正と環境の持続可能性を両立させ、適切な教育と訓練を提供してデジタ

ル格差を是正するほか、同時にサイバーセキュリティ防護措置を確立してシス

テムの安定性と安全性を確保し、さらに AI の生成に対して適切な情報開示又

はラベル付けを行わなければならない。 

三、人間中心で、AI イノベーション生態系を作る 

「AI 基本法」推進の具体的な要点には、余裕のある AI 予算作成、AI 産業に

対する奨励、補助及び優遇措置の実施、（AI による）イノベーションの実験に

優しい環境の提供、人材交流とインフラの推進及びデータ・ガバナンスの仕組

みの構築が含まれ、台湾の AI 産業のためにイノベーションに優しい生態系を

作り上げる。 

「AI 基本法」が立法化された後も、政府は組織の枠を超えた協調プラットフ

ォームの役割を担い続け、台湾が半導体の優位性からソフト・ハードの統合へ
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と邁進するように導き、人権保障とデジタル平等の実現を基盤として、全力で

AI 産業（の発展）と（AI の）応用を推進していく。（2025 年 12 月） 

 

台湾知的財産権関連の判決例 

 

01 特許実案意匠 

 

■ 判決分類：特許実案意匠 

 

I 専利訴訟において「専利貢献度」で損害賠償及び不当利得返済の金額を算

定 

 

本件の説明： 

上訴人巨大公司は被上訴人凱薩克公司が巨大公司の所有する第 M468467 号

実用新案「自転車シートポストの調整構造（原文：自行車座桿調整結構）」（以

下、「係争実用新案」）を侵害し、被上訴人凱薩克公司は 2014 年から現在まで

添付図 2 に示される係争製品を製造、販売し、また代理店、即ち被上訴人昇陽

公司を通じて販売していると主張して、上訴人は係争実用新案の実用新案権に

ついて、争点に示されている規定に基づき、(上訴の)趣旨に示す通り、被上訴

人が連帯又は不真正連帯で損害賠償責任を負うこと等を請求した。 

被上訴人は次のように主張した。上訴人が信義誠実の原則に違反し、且つ権

利濫用の状況があり、被上訴人に権利を主張することはできない。被上訴人昇

陽公司は凱薩克公司が凱薩克公司の特許に基づいて係争製品を製造していた

ため、代理販売をしたのであって、すでに注意義務を果たしており、権利侵害

の故意又は過失はない。被上訴人凱薩克公司が製造する各型番の製品にはバー

ジョンの差があり、賠償金額の算定は、上訴人が購入して対比分析を行った各

型番製品に基づいて、それぞれ対応する設計バージョンと設計図公開日、及び

凱薩克公司が係争製品について設計を「連結する」形式に変更した設計図公開

日の前日を損害賠償の範囲とし、また被上訴人昇陽公司が係争製品を販売して

得た利益及び専利貢献度（訳注：専利には特許、実用新案、意匠が含まれる）

を考慮することが妥当である等。 

知的財産及び商事裁判所は本件中間判決においては、すでに係争製品は係争

実用新案請求項 5～8 の実用新案権の範囲に含まれていると認定しており、凱

薩克公司がたとえ凱薩克公司の特許を実施していても、なお他人の実用新案を

侵害した責任を免れることはできず、且つ専利法第 120 条の第 68 条第 3 項準

用規定に基づいて、係争実用新案訂正案が 2022 年 6 月 11 日に公告されてい

ることから、出願日である 2013 年 4 月 12 日に遡って効力が生じ、係争実用

新案の公告日は 2013 年 12 月 21 日となる。よって上訴人巨大公司は専利法第

120 条の同法第 96 条第 2 項準用規定に基づいて、係争実用新案訂正前の権利

侵害行為に係る損害賠償を請求することができる。本件は口頭弁論を終えた後

に主文四：被上訴人凱薩克科技股份有限公司、凱薩克公司代表者許栄裕は上訴

人に対し、連帯して金 2086 万 6540 新台湾ドル及び 2022 年 10 月 13 日から

支払い済みまで、年 5 分の割合による金員(専利法第 120 条の第 97 条第 1 項

第 2 号準用で算定)を支払え、と判決した。 
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知的財産及び商事裁判所による判決趣旨の要約： 

 

一、専利貢献度 

いわゆる「専利貢献度」とは、某専利が某製品の価値に対してもたらす貢献

度をいい、係争専利の技術が該製品全体にもたらす効用の増進、該効能の増進

が消費者の主要な購買意欲に対する影響の有無、市場における一般的な取引状

況等の因子を総合的に考慮して決定すべきである。 

調べたところ、以下の通りである。 

1.係争実用新案の技術は、自転車シートポストの調整構造であり、自転車に適

用することで、使用者の身長や習慣により自転車のシートの高さを調整するこ

とができ、簡便な操作でシートの高さを調整できる機能を有し、自転車が元来

有する自転車の機能を損なわないため、係争製品は係争実用新案の技術を実施

していることで、製品の機能と使用における利便性を向上させるという価値を

考慮すべきであり、係争製品の販売価格すべてを損害賠償金額の計算に入れる

ことはなく、実用新案権者がその実用新案権の貢献以上のものを得て、不当利

益を手に入れることがないようにする。 

2.係争実用新案の請求項 5 に係る技術内容は、大きく三つの部分に分けること

ができる：第一の部分は伸縮シートポスト、第二の部分は長さ調整モジュール、

第三の部分は第一端部（連動上げ下げレバーと連動てこレバーを含む）である。

そのなかで第一の部分と第二の部分は自転車分野における習知の技術であり、

第三部分が係争実用新案にとって係争製品の権利侵害を主張するための重要

な技術的特徴である。また第三の部分の第一端部は第一の部分の伸縮シートポ

ストに取外しできるよう取り付けることができ、第一の部分の伸縮シートポス

トと第二の部分の長さ調整モジュールのいずれからも独立したモジュールで

ある。したがって、本裁判所は前述の第三の部分の第一端部は三つの部分の技

術内容の一部分であり、係争実用新案の係争製品に対する貢献度は約 33％と

して計算するのが妥当であると認定する。 

 

二、損害賠償及び不当利得返還の金額の算定： 

1.権利侵害行為の損害賠償の部分： 

凱薩克公司の「A1 海外輸出」総額は 1 億 6622 万 1,223.13 新台湾ドル、「A2

国内販売」総額は 1 億 1807 万 8518.21 新台湾ドルであり、前述の同業種利潤

標準の粗利益率 24％、さらに専利貢献度 33％で計算すると、上訴人は凱薩克

公司、凱薩克公司代表者の許栄裕に 2251 万 6540 新台湾ドルの損害賠償を請

求できる。 

2.不当利得返還の部分： 

(1)凱薩克公司の「A1 海外輸出」総額は 1 億 527 万 9966.74 新台湾ドル、「A2

国内販売」総額は 6720 万 8610.42 新台湾ドルであり、前述の同業種利潤標準

の純利益率 10％の半額、さらに専利貢献度 33％で計算すると、上訴人は凱薩

克公司に 284 万 6062 新台湾ドルの不当利得返還を請求できる。 

(2)昇陽公司の「B1 海外輸出」総額は 132 万 7860 新台湾ドル、「B2 国内販売」

総額は 61 万 3677.49 新台湾ドルであり、同業種利潤標準の純利益率 8％の半

額、さらに専利貢献度 33％で計算すると、上訴人は昇陽公司に 2 万 5628 新

台湾ドルの不当利得返還を請求できる。 

3.以上のことから、被上訴人凱薩克公司と凱薩克公司代表者の許栄裕は連帯し
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て賠償すべき金額は権利侵害部分である 2251 万 6540 新台湾ドルである。凱

薩克公司が返還すべき不当利得金額は 284 万 6062 新台湾ドルである。昇陽公

司が返還すべき不当利得金額は 2 万 5628 新台湾ドルであり、凱薩克公司、凱

薩克公司代表者の許栄裕と不真正連帯で支払う責任を負う。 

 

II 判決内容の要約 

 

知的財産及び商事裁判所民事判決 

【裁判番号】110 年度民専上字第 6 号 

【裁判期日】2025 年 2 月 24 日 

【裁判事由】専利権侵害に関わる財産権争議等 

 

上訴人 巨大機械工業股份有限公司（Giant Manufacturing Co. Ltd.） 

被上訴人 凱薩克科技股份有限公司（Kind Shock Hi-Tech Co., Ltd.） 

兼法定代理人 許栄裕 

被上訴人 昇陽自行車国際股份有限公司（Shenyang Bicycle International Co. 

Ltd.） 

 

上記当事者間の専利権侵害に関わる財産権争議等事件について、上訴人は

2020 年 12 月 7 日本裁判所 109 年度民専訴字第 26 号第一審判決に対して上

訴を提起するとともに、訴えの追加的変更、請求の減縮を行い、本裁判所は

2024 年 6 月 13 日に中間判決をして、損害賠償及び不当利得の返還の部分に

ついて審理を続行し、2025 年 1 月 8 日に口頭弁論を終え、次のように判決す

る。 

 

主文 

一、原判決における上訴人の後記第二項の請求部分を棄却した部分、及び当該

部分の仮執行宣言申立てと訴訟費用に関する裁判（減縮した部分を除く）を

いずれも取り消す。 

二、上記取消部分：㈠被上訴人凱薩克科技股份有限公司、許栄裕は上訴人に対

し、連帯して金 165 万新台湾ドル及び 2019 年 12 月 13 日から支払い済み

まで、年 5 分の割合による金員を支払え。㈡被上訴人昇陽自行車國際股份有

限公司は、上訴人に対して金 2 万 5628 新台湾ドル及び 2019 年 12 月 13 日

から支払い済みまで、年 5 分の割合による金員を支払え。㈢上記㈠、㈡で命

じた支払いについて、いずれか 1 名がすでに支払ったときは、その被上訴人

はその支払い範囲内で、支払い義務を免除される。 

三、その他の上訴を棄却する。 

四、被上訴人凱薩克科技股份有限公司、許栄裕は上訴人に対し、連帯して金

2086 万 6540 新台湾ドル及び 2022 年 10 月 13 日から支払い済みまで、年

5 分の割合による金員を支払え。 

五、被上訴人凱薩克科技股份有限公司は上訴人に対し、金 284 万 6062 新台湾

ドル及び 2022 年 10 月 13 日から支払い済みまで、年 5 分の割合による金

員を支払え。 

六、その他の追加の訴えを棄却する。 

七、第一、二審訴訟費用（減縮部分以外に、追加の訴えの部分を含む）は、被
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上訴人凱薩克科技股份有限公司、許栄裕、昇陽自行車國際股份有限公司が連

帯して一万分の三を負担し、被上訴人凱薩克科技股份有限公司、許栄裕が連

帯して一万分の二千六百二十六を負担し、被上訴人凱薩克科技股份有限公司

が一万分の三百三十二を負担し、その余を上訴人が負担する。  

八、本判決の第二項：㈠部分については上訴人が 55 万新台湾ドルを以って担

保を立てたとき、仮執行をすることができる。ただし、上訴人凱薩克科技股

份有限公司、許栄裕が 165 万新台湾ドルを以って担保を立てたときは、仮

執行を免れることができる。㈡部分については仮執行をすることができる。

ただし、被上訴人昇陽自行車国際股份有限公司 2 万 5628 新台湾ドルを以っ

て担保を立てたときは、仮執行を免れることができる。 

九、本判決第四項については上訴人が 696 万新台湾ドルを以って担保を立て

たとき、仮執行をすることができる。ただし、上訴人凱薩克科技股份有限公

司、許栄裕が 2086 万 6540 新台湾ドルを以って上訴人に担保を立てたとき

は、仮執行を免れることができる。 

十、本判決第五項については上訴人が 95 万新台湾ドルを以って担保を立てた

とき、仮執行をすることができる。ただし、上訴人凱薩克科技股份有限公司

が 284 万 6062 新台湾ドルを以って上訴人に担保を立てたときは、仮執行を

免れることができる。 

十一、追加の訴え及びその余の仮執行宣言申立てを棄却する。 

 

一 事実要約 

本院は権利侵害及び有効性に係る中間的争点について、2024 年 6 月 13 日

に中間判決をして、付表一に示される自転車ドロッパーシートポスト（以下「係

争製品」）が係争実用新案の請求項 5～8 の範囲に入っており、係争実用新案請

求項 5～8 には取り消すべき理由がなく、凱薩克公司が提出した証拠は係争実

用新案の実用新案権の効力が係争製品に及ばないと証明するのには十分でな

いと認定した。上記中間判決の判断により、損害賠償及び不当利得の返還の部

分について審理を続行し、最終判決をする。 

 

二 両方当事者の請求内容 

（一）上訴人の主張： 

(上訴の)趣旨に示す通り、被上訴人が連帯又は不真正連帯で損害賠償責

任を負うことを請求する。 

（二）被上訴人の主張： 

一、上訴、追加の訴え及び仮執行宣言の申立てをすべて棄却する。 

二、不利な判決を受けた場合、被上訴人は担保を条件とする仮執行免脱の宣

言を求める。 

 

三 本件の争点 

一、上訴人は専利法第 120 条の同法第 96 条第 2 項準用規定により被上訴人に

賠償責任を請求することに、理由はあるのか。理由がある場合、金額はいく

らが妥当なのか。 

二、上訴人による損害賠償請求は消滅時効が成立しているのか。成立している

場合、上訴人は民法第 179 条に基づく不当利得の返還を追加できるのか。

理由がある場合、その金額はいくらになるのか。 
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四 判決理由の要約 

（一）本件は被上訴人が指摘する権利失効の状況はない： 

被上訴人は、上訴人が 2014 年にすでに係争製品の構造と技術的特徴を知っ

ており、上訴人による注文購入行為は、凱薩克公司に係争製品の技術的特徴が

係争実用新案を侵害せずに継続して生産していると正当に信頼させるに十分

であり、民法第 148条第 2項規定違反により権利失効の状況に至っている云々

と主張しているが、売買行為と実用新案権行使は異なる事項であり、なおこれ

を根拠として上訴人が実用新案権を行使しようとしなかったと認定するには

十分ではない。 

 

（二）債権者は損害賠償の法律関係に基づいて原状回復を請求することができ、

同時に不当利得の法律関係に基づいて、それが受け取った利益の返還を請求す

ることができ、これは学説上いわゆる請求権の併存又は競合であり、請求権を

有する債権者は、二者のいずれかを選択することができ、請求権の行使がすで

に目的を果たした場合、その他の請求権は消滅し、目的を果たせねかった場合

はその他の請求権を行使できる。調べたところ、以下の通りである。 

 1.実用新案権者は故意または過失によってその実用新案権を侵害した者に

対し、損害賠償を請求することができる。凱薩克公司には係争実用新案侵害の

過失があり、前記規定により、損害賠償責任を負わなければならない。昇陽公

司は凱薩克公司が凱薩克特許に基づいて係争製品を製造していると信頼し、係

争製品を代理販売した。上訴人は本件訴訟を提起する前に昇陽公司に権利侵害

の事実を通知しておらず、起訴後に凱薩克公司は権利侵害行為をしたが、 

昇陽公司には主観的に係争実用新案を侵害した故意又は過失があったとは言

い難く、上訴人はそれに対する損害賠償請求には根拠がない。 

 2.専利法第 120 条の第 96 条第 6 項準用規定により、同条第 2 項に定める請

求権は、請求権者が損害及び賠償義務者を知ったときから 2 年間、行使しない

ときに消滅する。行為があったときから 10 年間を超えたときも、同様とする。

また加害者が権利侵害行為を継続したとき、被害者の損害賠償請求権も継続し

て発生し、その請求権消滅の時効もそれぞれ継続して発生した時から起算しな

ければならない。本件上訴人は凱薩克公司が係争実用新案を侵害し、係争製品

を製造、販売し続けたと主張しており、付表二に示される権利侵害の範囲を対

比すると、係争製品一～五、七の部分について 2019 年 11 月 8 日から 2 年遡

った 2017 年 11 月 9 日から損害賠償を起算し、係争製品六の部分については

消滅時効が成立しておらず、2018 年 7 月 17 日から損害賠償を起算し、付表

二に示される最終日を基準とする。この期間は上訴人が権利侵害行為の法律関

係に基づいて凱薩克公司に損害賠償を請求できる期間であり、その他の部分は

2 年で消滅時効が成立する。 

3.民法第 179 條第 1 項前段に「法律上の原因なくして利益を受け、他人をし

て損害を受けさせたときは、その利益を返還することを要する。」と規定され

ている。被上訴人が、権利がなく他人の実用新案を実施してロイヤリティに相

当する利益を得た可能性があることは、不当利得を構成し、上訴人は係争実用

新案の実用新案権者であり、付表二に示される権利侵害の範囲において前記期

間に権利侵害の法律関係に基づいて凱薩克公司に損害賠償を請求するほか、そ

の他の部分も 2 年の時効が成立しているが、前記説明により、なお不当利得の
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法律関係に基づいて、凱薩克公司、昇陽公司に受け取った利益を返還するよう

請求することができる。 

 

（三）公司法（会社法）第 23 条第 2 項には「会社の代表者が会社の業務執行

につき、法令に違反して他人に損害を与えたときは、他人に対して会社と連帯

して賠償責任を負わなければならない。」と規定されている。許栄裕は凱薩克

公司の代表者であり、凱薩克公司が係争実用新案を侵害した行為に対して凱薩

克公司と連帯して賠償責任を負わなければならない。不当利得の部分について

は、凱薩克公司、昇陽公司が係争製品を製造、販売して利得を得た者はそれぞ

れの会社であり、会社代表者は当該不当利得の返還を請求できる対象ではなく、

上訴人がこの部分について許栄裕、施和鋐に会社と連帯して賠償責任を負うよ

う請求することに理由はなく、許可すべきではない。 

 

（四）専利法第 97 条第 1 項第 2 号には、損害賠償を請求するときは、侵害者

が侵害行為によって得た利益によりその損害を算定することができると規定

されている。本件の損害賠償額について、本裁判所は国内で販売された係争製

品について、財政部財政資訊中心（Fiscal Information Agency, Ministry of 

Finance）からの返信書簡にある販売資料を以ってそれらの国内販売資料を推

測し、前記資料を整理し損害賠償部分の金額と、不当利得返還部分の金額とに

分けた。 

 

（五）実用新案侵害行為そのものは法規範の評価において非難を受けるべき行

為であり、実用新案権者によるイノベーションの成果を保護し、その成果が違

法な略奪を受けることがないようにするため、権利侵害者が不法行為に従事す

る誘因を除去し、コスト及び費用の控除に対して、より厳格な立場を取るべき

であり、権利侵害行為者の控除できるコストは権利侵害品の製造又は販売につ

いて直接支出した生産コストのみに限られ、間接コストを控除してはならず、

それは会計学上の粗利益に相当し、純利益ではない。本件凱薩克公司、許栄裕

が係争実用新案の侵害で得た利益は、営利事業の業種別所得基準及び同業種利

潤標準（原文：營利事業各業所得暨同業利潤標準）に記載されている「自転車

部品製造」の粗利益率 24％で計算すべきである。不当利得の部分に関しては、

一般企業がロイヤリティを支払った後も利益を得ることで商業取引行為に従

事することができ、且つこの部分は権利侵害行為による損害賠償請求権の消滅

時効が成立していることにより、上訴人は始めて不当利益の法律関係に基づく

請求を行うことができ、それが得られる給付金額は侵害損害賠償より少なくな

ければならず、それによって公平の原則に適合することができ、この部分につ

いては、係争製品販売の純利益の半額をロイヤリティ計算の基準とするのが妥

当である。本件凱薩克公司については営利事業の業種別所得基準及び同業種利

潤標準に記載されている「自転車部品製造」の純利益率が 10％であり、昇陽

公司についてはそれが提出した営利事業の業種別所得基準及び同業種利潤標

準に記載されている「非電動自転車及び非電動自転車部品の卸売」又は「自転

車及び自転車部品の卸売」の純利益率が 8％である。 

 

（六）いわゆる「専利貢献度」とは、某専利が某製品の価値に対してもたらす
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貢献度をいい、係争専利の技術が該製品全体にもたらす効用の増進、該効能の

増進が消費者の主要な購買意欲に対する影響の有無、市場における一般的な取

引状況等の因子を総合的に考慮して決定すべきである。 

調べたところ、以下の通りである。：1.係争実用新案の技術は、自転車シート

ポストの調整構造であり、自転車に適用することで、使用者の身長や習慣によ

り自転車のシートの高さを調整することができ、簡便な操作でシートの高さを

調整できる機能を有し、自転車が本来有する機能を損なわないため、係争製品

は係争実用新案の技術を実施していることで、製品の機能と使用における利便

性を向上させるという価値を考慮すべきであり、係争製品の販売価格すべてを

損害賠償金額の計算に入れることはなく、実用新案権者がその実用新案権の貢

献以上のものを得て、不当利益を手に入れることがないようにする。2.係争実

用新案の請求項 5 に係る技術内容は、大きく三つの部分に分けることができ

る：第一の部分は伸縮シートポスト、第二の部分は長さ調整モジュール、第三

の部分の第一端部（連動上げ下げレバーと連動てこレバーを含む）である。そ

のなかで第一の部分と第二の部分は自転車分野における習知の技術であり、第

三部分の第一端部が係争実用新案にとって係争製品の権利侵害を主張するた

めの重要な技術的特徴である。また第三の部分の第一端部は第一の部分の伸縮

シートポストに取外しできるよう取り付けることができ、第一の部分の伸縮シ

ートポストと第二の部分の長さ調整モジュールのいずれからも独立したモジ

ュールである。したがって、本裁判所は前述の第三の部分の第一端部は三つの

部分の技術内容の一部分であり、係争実用新案の係争製品に対する貢献度は約

33％として計算するのが妥当であると認定する。 

 

（七）損害賠償及び不当利得返還の金額の算定： 

1.権利侵害行為の損害賠償の部分： 

凱薩克公司の「A1 海外輸出」総額は 1 億 6622 万 1223.13 新台湾ドル、「A2

国内販売」総額は 1 億 1807 万 8518.21 新台湾ドルであり、前述の同業種利潤

標準の粗利益率 24％、さらに専利貢献度 33％で計算すると、上訴人は凱薩克

公司、許栄裕に 2251 万 6540 新台湾ドルの損害賠償を請求できる。 

2.不当利得返還の部分： 

(1)凱薩克公司の「A1 海外輸出」総額は 1 億 527 万 9966.74 新台湾ドル、「A2

国内販売」総額は 6720 万 8610.42 新台湾ドルであり、前述の同業種利潤標準

の純利益率 10％の半額、さらに専利貢献度 33％で計算すると、上訴人は凱薩

克公司に 284 万 6062 新台湾ドルの不当利得返還を請求できる。 

(2)昇陽公司の「B1 海外輸出」総額は 132 万 7860 新台湾ドル、「B2 国内販売」

総額は 61 万 3677.49 新台湾ドルであり、同業種利潤標準の純利益率 8％の半

額、さらに専利貢献度 33％で計算すると、上訴人は昇陽公司に 2 万 5628 新

台湾ドルの不当利得返還を請求できる。 

  

（八）以上のことから、凱薩克公司と許栄裕は連帯して賠償すべき金額は権利

侵害部分である 2251 万 6540 新台湾ドルである。凱薩克公司が返還すべき不

当利得金額は 284 万 6062 新台湾ドルである。昇陽公司が返還すべき不当利得

金額は 2 万 5628 新台湾ドルであり、凱薩克公司、許栄裕と不真正連帯で支払

う責任を負う。 
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以上をまとめると、上訴人が権利侵害行為の法律関係に基づいて、凱薩克公

司、許栄裕に対して上訴人に 2251 万 6540 新台湾ドル、そのうち 165 万新台

湾ドルは 2019 年 12 月 13 日から、その他 2086 万 6540 新台湾ドルは 2022

年 10 月 13 日から支払い済みまで、年 5 分の割合による金員を支払うように

訴え及び追加の訴えをすること、並びに不当利得の法律関係に基づいて、凱薩

克公司に対しては上訴人に 284万 6062新台湾ドル及び 2022 年 10月 13日か

ら支払い済みまで、年 5 分の割合による金員を支払うように、昇陽公司に対し

ては上訴人に 2 万 5628 新台湾ドル及び 2019 年 12 月 13 日から支払い済みま

で、年 5 分の割合による金員を支払うように訴え及び追加の訴えをすること

には理由があり、許可すべきである。上訴の趣旨で原判決の当該部分は不当で

あると指摘し、取消して改めて判決するよう求めたことには理由があり、本裁

判所は取り消し、主文第二、四、五項に示す通り改めて判決した。上記の許可

すべきでない部分について、原審が上訴人敗訴の判決を下したことは、法に合

致している。上訴の趣旨で原判決のこの部分が不当であると指摘し、取消して

改めて判決するよう請求することに理由はなく、この部分の上訴及び追加の訴

えを棄却する。 

 

以上の次第で、本件上訴及び追加の訴えは、一部に理由があり、一部に理由

がなく、主文の通り判決する。 

 

2025 年 2 月 24 日 

知的財産第一法廷 

裁判長 汪漢卿 

裁判官 蔡惠如 

裁判官 陳端宜 

 

付表一：係争製品型番 

番

号 

係争製品型番 サイズ規格 

管径 

(mm) 

長さ 

(mm) 

トラベル
(mm) 

1 KS LEV CI（係争製品一） 30.9 390 100 

2 KS LEV SI（係争製品二） 31.6 345 100 

3 KS LEV Integra（係争製品三） 27.2 375 65 

4 KS ZETA（係争製品四） 31.6 435 50 

5 KS ETEN-I（係争製品五） 31.6 385 100 

6 KS E20I（係争製品六） 31.6 375 100 

7 KS E30I（係争製品七） 31.6 375 100 
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付表二：係争製品の権利侵害バージョンの範囲 

係争製品一 

(LEV CI) 

起算日(設計図公開日) 2015 年 1 月 26 日 

(ファイル七第 105 頁を参照) 

最終日(変更版設計図公

開日の前日) 

2019 年 12 月 5 日 

(ファイル五第 225 頁を参照) 

係争製品二 

(LEV SI) 

起算日(設計図公開日) 2017 年 1 月 10 日 

(ファイル七第 106 頁を参照) 

最終日(変更版設計図公

開日の前日) 

2019 年 12 月 8 日 

(ファイル五第 223 頁を参照) 

係争製品三 

(LEV Integra) 

起算日(設計図公開日) 2016 年 6 月 13 日 

(ファイル七第 107 頁を参照) 

最終日(変更版設計図公

開日の前日) 

2019 年 12 月 5 日 

(ファイル五第 217 頁を参照) 

係争製品四 

(LEV ZETA) 

起算日(設計図公開日) 2017 年 3 月 8 日 

(ファイル七第 109 頁を参照) 

最終日(変更版設計図公

開日の前日) 

凱薩克公司は設計未変更を認めて

いる(ファイル五第 212 頁を参照) 

係争製品五 

(LEV ETEN-I) 

起算日(設計図公開日) 2016 年 6 月 6 日 

(ファイル七第 110 頁を参照) 

最終日(変更版設計図公

開日の前日) 

2019 年 12 月 12 日 

(ファイル五第 221 頁を参照) 

係争製品六 

(LEV E20I) 

起算日(設計図公開日)  2018 年 7 月 17 日 

(ファイル七第 111 頁を参照) 

最終日(変更版設計図公

開日の前日) 

2019 年 12 月 5 日 

(ファイル五第 219 頁を参照) 

係争製品七 

(LEV E30I) 

起算日(設計図公開日) 2016 年 6 月 6 日 

(ファイル七第 112 頁を参照) 

最終日(変更版設計図公

開日の前日) 

凱薩克公司は設計未変更を認めて

いる(ファイル五第 212 頁を参照) 
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添付図 1： 

 

 

添付図 2： 
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